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【要旨】

　難民受け入れは、ヨーロッパのみならず東アジア地域においても重要

な問題となってきている。現在、日本の難民受け入れに対する国際社会

の評価はどちらかというと否定的である。これは、主に日本が認定して

いる難民の少なさ及び難民認定率の低さによるものであり、このこと

は、日本に庇護を求めるインセンティブの低さとも結びついている。そ

して、そこには以下の構造的要因―多様なステークホルダーの参加の制

限、政策形成に関する透明性と説明責任の不在、社会統合を含む包括的
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な移民政策の欠如―が働いていると考えられる。

　本稿では、日本社会における難民受け入れや難民を含む外国人との共

存を論じる上で考察すべき視座を提示する。難民受け入れに関わる日本

政府及び民間領域のアクターたちの言説を紹介するとともに、官民の相

互作用という視座からの韓国との国際比較研究の有効性について論じ

る。

    The refugee acceptance is becoming a critical issue not only in Europe but 
also in East Asia. Apparent reputation on Japan in the global society has been 
rather negative because of both low number of refugees she had accepted and 
low certification rate, which is connected to lower incentive to seek asylum at 
Japan. Furthermore, there seem to be structural factors making this situation: 
vertical administrative system, limited stakeholder participation as well as lack of 
transparency and accountability in policy making, and absence of comprehensive 
immigration policy.
    This paper provides preliminary issues which will help to discuss refugee 
acceptance and social integration of foreigners including refugees in Japan. It also 
introduces discourses of both Japanese government and private actors working for 
refugee issues as well as interactions between these two. Finally, effectiveness of 
international comparative studies between East Asian countries―especially South 
Korea―based on interactions between government and private actors will be 
discussed.

キーワード：難民、難民受け入れ、日本、韓国、政策形成プロセス

Keywords: Refugee, Refugee acceptance, Japan, South Korea, Policy making 
process

はじめに

　国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の発表によると、2017 年末現在、

「紛争や暴力、迫害によって移動を強いられた人」の数は全体で 6850 万
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人であり、その内訳は 4000 万人の国内避難民（Internal Displaced People, 
IDP）と 2540 万人の難民（Refugees）、310 万人の庇護申請者（Asylum 
seekers）となっている 1。とりわけ 2011 年に勃発したシリア内戦から国

外へ逃れているシリア難民は既に 650 万人に達しており、関連してヨー

ロッパ諸国の大規模な難民受け入れが話題となったが、シリア難民に留

まらず、難民の発生と移動、そして庇護申請先となった国での受け入れ

は、国際社会における重大かつ緊急性の高いイシューとなっている。

　一方で、このような難民問題に関連する日本の取り組みに対しては、

国内外のマスコミ報道はもちろん、研究者や難民支援に関わっている実

務家たちに至るまで、否定的な評価が目立つ。これは、難民問題への取

り組みに関して、世界でもトップレベルと言える大規模の自発的資金供

与を継続して行ってきているにも関わらず、日本国内において難民とし

て認定される数及び認定率は非常に少ないこと、また、難民として認定

されても、日本に定着し、生計を成り立たせるに際して様々な障壁が存

在することが主な原因と考えられる。しかし、上述の通り、日本の難民

政策では日本国内への難民受け入れ体制に限らず、UNHCR をはじめと

する国際社会への資金拠出も一つの柱となっており、国内での受け入れ

体制のみを強調して批判することは整合性に欠けるだろう。一国におけ

る難民受け入れ体制を論ずる場合は、難民に関わる制度の現状を多角的

に確認し、どの部分がどのような争点を抱えているかを見極める必要が

ある。

　ある国が庇護申請者を難民として認定する、または類する措置を通じ

て庇護を与えることは、その供給において排除性と競合性を有しない「国

際的な公共財」と言うことができる 2。しかし一方で、当該国にたどり

着いた者の「庇護を求める権利」の保障の仕方、条約上の難民の定義に

伴う「難民性」の具体的な審査基準、国際条約に基づく難民認定以外

の庇護提供の基準と実施方法など、国内におけるいわゆる「難民受け入

れ」体制のあり方は、当該国の国家主権による裁量が優先される領域で

あり、「基本的人権の保障」という規範と緊張関係が生じるポイントで

もある。

　また、より巨視的な視点からの「人の移動」、なかんずく「強制移動

（forced migration）」との関連から捉える場合、難民受け入れは、広義に
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おける「強制的（forced）」と「自発的（voluntary）」の境界線や「難民と

移民の中間者」に関わる議論とは区別される、「庇護を求める権利」を

中心に置いた領域とすることが出来る 3。この視点に対しては、「公的な

制度によって難民と認定された（されうる）者に着目し、それ以外の多

数の移動者を見過ごしがち」4 という指摘もあり得る。ただし、公的な

制度が整備されることによってはじめて社会システムの中に「難民」と

いう区分が生まれ、制度の運営や意味の整序が精緻化していくにつれ「公

的な制度から捉えられていない者」の主題化も進展するものと考えられ

る。公的な難民受け入れ制度自体のあり方が疑問視されているのが日本

の現状である以上、そのあり方の比較可能性を探ることは有意味であろ

う。とりわけ本研究では、日本の法制度をモデルにした出入国管理及び

難民認定法を制定・運用してきた韓国が 2013 年から難民の保護を本旨

とする独立した難民法を施行し、UNHCR や国家人権委員会等の第三者

機関による関与を積極的に受け入れているという現状が、日本の難民受

け入れのあり方を論じる上でも参考となると考えている。

　上記を踏まえた上で、本稿は、試論的な取り組みとして、日本の難民

受け入れに関する既往研究や議論を確認し、今後議論する必要のある論

点の提示を目的とする。最初に難民の定義や難民問題への取り組みにつ

いて概観した後、日本の難民受け入れの変遷を確認する。次に、日本に

おける難民受け入れに関する国内外の評価および代表的な研究において

提起されている論点から、日本における難民受け入れ体制に関わる構造

的要因について確認する。最後に、日本と類似した出入国管理法制から

始まりながらも東アジア初の独立した難民法を制定するに至った韓国の

事例を簡略に紹介しながら、官民アクターの相互作用という視点から東

アジアにおける難民受け入れ体制の国際比較の有効性を論じることとす

る。

第 1 節　難民の定義と日本の難民受け入れ

　1-1．国際社会における難民の定義と取り組み

　現在、国際的な難民の定義は「難民の地位に関する 1951 年の条約（以
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下「難民条約」）」および 1967 年の「難民の地位に関する議定書（以下「議

定書」）」に基づいている。同条約における難民の定義は、「人種、宗教、

国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を

理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するた

めに、国籍国の外にいる者」である 5。当初、難民条約は「1951 年 1 月

1 日前に」「欧州において生じた事件」という条件を難民の定義に含め

る余地を各締約国に与えるものであったが、1967 年の議定書では上記

条件を削除し、より広範な理由によって発生する難民を定義している。

　山本（2016）は、対等な主権国家同士の権利義務の調整を旨とする

近代国際法（modern international law）と、その法体系を大きく転換し人

権保障という異質な規律内容を新たに含ませるようになった現代国際

法（contemporary international law）への発展と難民条約との関連について

論じている 6。すなわち、一人ひとりの私人（または企業）やそれぞれ

の利害関係が、所属国（国籍国）に従属するものではなく国際法上の固

有の法人格を認められるようになり、難民の存在についても、政治的理

由等から国籍国から積極的に関係を絶たれた「法律上の無国籍者（a de 
jure stateless）」というよりも、各個人が基本的人権に関わる迫害の恐れ

から国籍国や常居所国を離脱しているという意味合いから、「事実上の

無国籍者（a de facto stateless）」という観念が生まれたとするのである 7。

　上記の捉え方からすると、庇護を求めてきた人が条約上の難民（「条

約難民」）に該当するか否かという意味での「難民性」の判断は、「当該

個人に対する具体的な迫害の恐れが存在する」ことがその条件となり、

したがって通常の難民認定審査も個別申請者を対象に行われることにな

る。ただし、今日では、上記「条約難民」のように特定の個人を標的と

した迫害の恐れが認められなくても、武力紛争等により国外に逃れざる

を得なかった個人または集団（「紛争難民」）を受け入れるケース 8 や、

一次避難国に在留している難民が別の国へ移動・定着する第三国定住（再

定住、Resettlement）を検討するための前提としての、UNHCR 事務所が

認定する「マンデート難民」などに加え、地域的な協定、条約その他の

文書においてより広く難民を定義しているケース 9 も複数存在する。

　このように、難民の定義は国連を基盤とする難民条約をその中心に置

きながら、地域や状況によって一定の広がりを見せている。いずれの定
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義においても、最終目的は庇護申請者に対する国際保護と恒久的解決策

の追求であり、基本的権利を脅かされている難民のニーズに対応するこ

とを含め、その根底には基本的人権の保障が位置づけられている。もち

ろん、難民条約自体は、締約国に「庇護を与える義務」を課すものでは

なく、あくまで個人が締約国において「庇護を求める」権利と、逃れて

きた国籍国などの「迫害を受ける恐れのある国」へ強制送還されないこ

とを保障するものであって、与えられる権利をむやみに拡張するもので

はない 10。ただし、一方で難民条約は、難民の保護を保障し問題を解決

するためには国際的な協調と団結が重要であるという認識に基づいてい

る。そして、その基本的要素は、難民を彼らの生命や自由が脅威にさら

される恐れのある国へ強制的に送還させてはならないとする「ノン・ル

フールマン原則」と「領土的庇護」、そして本国帰還・受入国での定住（条

約難民としての受け入れ）・第三国定住の 3 つの「解決策」である 11。

　

　1-2．日本の難民受け入れの変遷

　①条約難民

　戦後日本における出入国管理体制は 1952 年に成立した「出入国管理

令」に基づくものであり、この体制は難民の受け入れを想定しないま

ま 20 年以上維持された。日本政府が初めて難民受け入れを意識するよ

うになった契機は、1970 年代後半のインドシナ難民にその端緒を探す

ことができる。1975 年、カンボジア、ベトナム、ラオスで次々と勃発

した武力政変によって、庇護を求めるボートピープルが日本にも上陸し

た。当初は一時滞在のみを認めていた日本政府は、この問題の規模の大

きさと深刻さを徐々に認識し始め、1977 年の閣議より「ヴィエトナム

難民対策連絡会議」を設け、翌 1978 年には閣議了解（「ヴィエトナム難

民の定住許可について」）において、一時滞在中のベトナム人ボートピー

プルの定住受け入れを決定した 12。1979 〜 2006 年までの間、日本は計

11,319 名のインドシナ難民を受け入れている。その後、日本は 1981 年

に難民条約に、1982 年には議定書に加入している。難民条約加入に伴い、

日本政府は、難民審査と保護に関わる国内法整備に着手し、1982 年か
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ら「出入国管理令」を改め「出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」）」

を制定することとなった。その後、難民認定制度の実施体制等に関する

改革も行われた 13 が、1982 年の入管法改正から約 20 年間、日本の難民

受け入れ体制に根本的な変化はなかった。

　2002 年に中国・瀋陽の日本総領事館敷地内に駆け込んだ脱北者とみ

られる 5 人家族が中国当局によって取り押さえられ、領事館職員がこれ

を傍観するという事案が発生し、マスメディア報道はもちろん、国会の

与野党議員たちを中心に大きな議論を呼んだ。このことをきっかけに、

2002 年には法務大臣の私的懇談会の中に有識者からなる「難民問題に

関する専門部会」が設けられ、難民申請は入国後 60 日以内に行わなけ

ればならないとする「60 日ルール」や、難民申請中の者の法的地位、

不服申立ての仕組みなど難民政策の見直しが検討され、2004 年にはこ

れらの内容を盛り込んだ入管法改正案が成立し、翌 2005 年 5 月から施

行されることとなった 14。この 2005 年改正では、上述の「60 日ルール」

廃止の他、難民申請中の外国人に対する「仮滞在許可制度」が新設され、

難民不認定に対する異議申し立ての審査手続きには民間の第三者である

「難民審査参与員」が導入された。「仮滞在許可制度」は、難民申請時点

で在留資格を持っていない申請者に対する退去強制執行を停止させ、法

的地位を安定化させることを主旨としているが、「日本入国後 6 ヶ月以

内に難民申請を行ったものであること」または「難民条約上の迫害を受

けるおそれのあった領域から（第三国を経由しないで）直接日本に入っ

たものである」といった条件を設けたことについては、「難民である可

能性のある者を保護する」という難民認定制度の主旨にそぐわず、かつ

十分に機能していないとの批判 15 も行われている。難民審査参与員の

場合、入管における 1 次審査で不認定となった者の異議申し立てに対し

て審査を行うこととなり、難民認定審査に必要な国際情勢や当該国情勢

等に関わる高度の専門性や深い知識の必要性から、法曹関係者や法律・

外交等の専門家、国際機関などの海外勤務経験者、国際政治学者等から

選任される。もっとも、参与員の任命権は法務大臣にあり、参与員が出

した結論は法務大臣の決定に対する拘束力を持たない 16 が、参与員の

導入により 1 次審査の説明責任への要求が強まるという政策効果も認め

られよう。
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　2010 年以降の注目すべき事項として、難民申請者数の急増を挙げる

ことができる。難民申請者数は 2010 年の 1202 名から 2015 年には 7586
名と 6 倍以上に増加し、2016 年には前年度から 44% 増の 10901 名、

2017 年にはさらに 80％増の 19629 名に達している（図 1）。このような

急増については、2010 年 3 月から、「合法的滞在者が難民申請をした場

合は、申請後 6 ヶ月が経過すると一律で就労を許可する」という取り扱

いが適用され、日本入国ビザが廃止または発給要件が緩和された国から

の入国者による「難民申請の誤用・濫用」が含まれていることが原因の

 
 

 

出典：法務省、2018年3月23日「平成２９年における難民認定者数等について：資料１ 我が国における難民

庇護の状況等」より筆者作成。 
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出典：平成25、27、29年度にそれぞれ発表された法務省の報道資料「難民申請者数等について」をもとに筆

者作成。 

  

 1 2 3 4 5 

2011年 ミャンマー 491 ネパール 251 トルコ 234 スリランカ 224 パキスタン 169 

2012年 トルコ 423 ミャンマー 368 ネパール 320 パキスタン 298 スリランカ 255 

2013年 トルコ 659 ネパール 544 ミャンマー 380 スリランカ 345 パキスタン 241 

2014年 ネパール 1292 トルコ 845 スリランカ 485 ミャンマー 435 ベトナム 294 

2015年 ネパール 1768 インドネシア 969 トルコ 926 ミャンマー 808 ベトナム 574 

2016年 インドネシア 1829 ネパール 1451 フィリピン 1412 トルコ 1143 ベトナム 1072 

2017年 フィリピン 4895 ベトナム 3116 スリランカ 2226 インドネシア 2038 ネパール 1451 

表１　日本における国籍別難民申請者数上位 5 カ国（2011 〜 2017 年）

図 1　日本における難民申請者数と人道配慮による特別在留許可件数、

                        　   難民認定数（2006 〜 2017 年）
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一つとして指摘されている 17（表 1 参照）。

　このような認識から、法務省は、2015 年 9 月に発表した「第 5 次出

入国管理基本計画」において「難民の適正かつ迅速な庇護の推進」を打

ち出し、続けて出された「難民認定制度の運用の見直しの概要」におい

て、難民条約における「迫害」に明らかに該当しない申請理由（「本国

の借金取りから逃げてきた」「日本で稼働したい」など）や、「正当な理

由なく前回と同様の主張を繰り返す再申請」などについて、本格的な調

査に入る前に振り分け、在留は認めるが就労は許可しないという方針を

打ち出した。このような方針はさらに強化され、2018 年 1 月 12 日発表

の「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直し」では、難民申

請者を申請受付後 2 ヶ月以内に 4 種類の案件に振り分け、「難民該当性

が認められる」案件には速やかに就労可能な「特定活動（6 ヶ月）」資

格を許可し、「明らかに難民該当生の認められない」案件に対しては在

留制限または就労制限を執行することとなった（図 2 参照）。

　法務省は 2018 年 8 月 31 日に発表した報道資料「難民認定制度の運用

の更なる見直し後の状況について」において、同年度上半期の難民申請

者数が前年度より大幅に減少（約 35％）し、申請を取り下げた件数が

図 2　難民申請者の振り分けと件数、2018 年 1 月の法務省の新方針について
 
 

 

出典：NPO法人難民支援協会「法務省発表『難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて』

に対するコメント」より（https://www.refugee.or.jp/jar/report/policy/announce/2018/01/12-0000.shtml、20

18年9月1日アクセス） 
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急増（2017 年度全体で 1612 名、2018 年度は上半期で 1451 名）したこ

とを紹介した。その上で、上述の 2018 年 1 月の「運用の更なる見直し」

が、就労等を目的とする者による誤用・濫用的な難民認定申請の抑制に

効果をあげているとしている。ただし、このような解釈に対しては、申

請を取り下げる等した申請者が本当に「就労を目的とした誤用・濫用的

な申請者」だったかどうかに関する客観的検証を経ていない推測による

ものであるという指摘 18 もあり、同方針の政策効果については議論の

余地が残っている。

　②第三国定住事業

　 国 際 的 に 難 民 を 保 護 す る も う 一 つ の 方 法 と し て 第 三 国 定 住

（resettlement, 再定住）がある。条約難民の認定と保護に関する体制が一

定の変遷を辿ってきた一方で、日本では、2010 年から 5 年間、毎年 30
人上限の第三国定住パイロット事業を実施し、2015 年からは正式に第

三国定住事業を行っている。

　UNHCR 駐日事務所による働きかけ等から、法務省入国管理局は 2007
年、外務省や内閣官房関係者とともに第三国定住に関する「勉強会」を

立ち上げ、同年には日本の外務省職員が初めてジュネーヴで開催され

る「第三国定住に関する年次三者協議（Annual Tripartite Consultations on 
Resettlement, ATCR）」に参加している 19。その後、2008 年 12 月には第三

国定住事業に関する閣議了解（「第三国定住による難民の受入れに関す

るパイロットケースの実施について」）が得られ、タイの難民キャンプ

からミャンマー出身のカレン族を家族単位で受け入れることが決定され

た。受け入れる難民の選考を経て、2010 年 7 月末にはメラ難民キャン

プから 5 家族 27 名の第 1 陣が日本に到着した。以降、第三国定住事業

による難民受け入れは、難民側との認識のギャップや日本到着後の社会

統合支援策の不十分さといった批判もあり、2012 年度には受け入れ予

定だった難民家族が全員辞退し受け入れ人数が 0 人になるという想定外

の事態も発生したが、事業は継続して行われた 20。当初、パイロット事

業の実施期間は 2012 年までの 3 年間と予定されていたが、2012 年 3 月

の改正により「2014 年までの 5 年間」に延長され、選考対象となる難
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民キャンプも増やされた。2014 年には、5 年間のパイロット事業を終了

するとともに、2015 年からはマレーシアの都市部に滞在しているカレ

ン族難民を対象に同じペースで年間 30 人を上限に受け入れ続けること

が決定された。

　理念型としての制度の特性からすると、条約難民としての受け入れ

は、基本的に外国人本人が入国し難民申請を行うことではじめて難民認

定審査手続きが始まるという点、決まった手続きに則って審査が行われ

るという点などから、国家（政府）が恣意的に受け入れ規模を調整する

ことは困難である 21。一方で、第三国定住制度の場合は、政府が受け入

れ規模や対象を事前に決定することができる上、最初から難民として認

定することを前提するため、再定着後の社会統合関連施策をより積極的

に考慮する可能性が高いが、当該政策の継続は受入国の政治的状況等に

よる影響を受けやすく、制度的安定性は低い 22。さらに、受入国側にお

ける「定着しやすい難民」と UNHCR 側における「最も脆弱で緊急な保

護を必要とする難民」という選定基準のギャップも、受け入れ及び定着

後の難民の生活に影響することが考えられる。例えば、日本政府が第三

国定住において設定した選考基準である「日本社会への適応能力を有し

ている者」かつ「職に就くことが見込まれる者」を含む「核家族」単位

に限定した受け入れは、それが「難民保護」という目的に対する合理的

な基準であることを説得的に示す必要が生じる場面と言える。

　世界的な難民の第三国定住の需要が 2018 年に約 120 万人、2019 年に

は約 142 万人へと増加傾向を示している 23 一方で、2017 年に第三国定

住難民として各国に受け入れられたのは 10 万 2800 人 24 であり、現時点

 
 

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

第三国定住 

受け入れ人数 
27 18 0 18 23 19 18 29 

出典：法務省、2018 年 3 月 23 日、「平成 29 年における難民認定者数等について：資料 1 我が国における難

民庇護の状況等」より筆者作成。 

 
  

パイロット事業←｜→正式事業 

表 2　第三国定住事業の年度別受け入れ人数（2010 〜 2017 年）
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で国際社会が第三国定住制度によって難民保護という需要を充足させる

ことは困難とされる。このような限界を受け、近年では、第三国定住の

代案となる難民受け入れ方法についての議論も行われている。例えば、

「難民」としてではなく「労働移民（labour migration）」や「留学生（student 
programmes）」、「家族単位での移民（family migration）」、「人道的ビザ発

給（humanitarian visas）」、「民間スポンサーシップによる受け入れ（private 
sponsorship）」といった代替的なルートから難民を受け入れ、再定着を

実現するといった動きも見られている 25。

　実際、2016 年には日本政府からシリア難民を留学生として 5 年間（2017
〜 2021 年）最大 150 名受け入れ 26、加えて家族帯同を許可する方針が

発表され、2017 年から受け入れが開始されている。また、2017 年 2 月

には、政府事業とは別に、NPO 法人難民支援協会と世界宗教者平和会

議（WCRP）が共同事業として、日本では初となる民間スポンサーシッ

プによるシリア難民留学生の受け入れが開始された。同事業では、民間

から募った寄付金をもとに、シリア難民の留学ビザ発給、日本までの航

空便の手配、学費支援を行う。上記の日本政府によるシリア留学生受け

入れの主な選考対象地域であるヨルダン、レバノンではなく、トルコに

逃れているシリア難民を中心に選考を行い、2017 年 3 月に到着した第 1
陣の 6 名のほか、同年 10 月には第 2 陣となる 8 名の選考が行われてい

る 27。民間事業者であるユニクロも、日本やアメリカ、フランス、ドイ

ツなどで難民認定を受けた難民とその家族を計 65 人雇用しており（2018
年 4 月現在）、今後 100 名まで雇用を増やす計画を発表している 28。日

本におけるこれらの新しい動向は、上述の条約難民の認定や第三国定住

といった既存の枠組への複数の代替案――「労働移民」「留学生」「家族

移民」「人道的ビザ発給」「民間スポンサーシップ」――を日本国内で実

現させた点で注目すべきであろう。

　③資金供与

　難民問題に対する資金供与は主に UNHCR への自発的な資金拠出を

通して行われる 29 が、資金提供の面で、日本は世界的にも重要な位置

を占めている。日本は、1991 年の湾岸戦争による大量の難民発生によ
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り UNHCR の予算が倍増した際、速やかに援助額を倍増して以来、1990
年代を通じ増え続ける UNHCR 予算の 1 割以上を一貫して拠出し、1996
年にはアメリカに次いで第二の拠出国となった 30。現在においても日

本政府は毎年 200 億円から 300 億円を UNHCR に拠出しており、アメリ

カ、EU、ドイツ、英国等と並んで毎年 4 〜 5 番目の拠出国となってい

る。その他、使途を制限されない拠出金（un-earmarked funding）や、国

内の NPO 法人である「UNHCR 協会」を経由して UNHCR へ送金される

民間寄付金においても日本は上位にランクインしている。日本の資金拠

出は、世界の難民と国内避難民の 300 〜 400 万人の命を救っている 31。

2016 年 9 月に国連本部で開催された「難民と移民に関する国連サミット」

では、安倍晋三首相が 2016 年から 3 年間で総額 28 億ドル規模の難民・

移民への人道支援、自立支援及び受入国・コミュニティ支援を行うこと

を表明している 32。

　このように資金援助面において重大な貢献をしているにもかかわら

ず、日本の難民問題に対する姿勢に批判が向けられるのは、日本国内に

おける難民受け入れの少なさや、難民申請者の基本的な社会保障、社会

統合の不備などに起因していると考えられる。滝澤（2016）は、難民保

護を国際公共財の供給という側面から捉え、「難民の選好」を考慮した

各国の比較優位を考える時、日本の第三国定住事業の年間予算（受け入

れ枠 30 人に対し 1 億 3000 万円、1 人当たり 400 万円以上）と同額があ

れば、途上国の難民 40 人を支援できるとしている 33。もっとも、これ

は現時点において共時的に捉えられる受け入れコストを指すものであっ

て、難民受け入れ経験の蓄積や規模の経済による効果（移民コミュニティ

形成や社会統合の進展によって期待できる生活コストや行政コスト減な

ど）や、日本に定住した難民の経済活動から発生する経済効果等のベネ

フィットまで考慮した費用便益分析なども含めて、今後さらなる議論が

必要となろう。
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第２節　日本における難民受け入れの論点

　2-1．日本の難民受け入れに対する評価

　ここでは、日本の難民受け入れ体制全般に関して、国内外でどのよう

な評価がなされているかを、マスコミ報道及び米国務省「国別人権報告

書」を簡略に紹介する。後述するが、日本の難民受け入れに対する一般

の評価は、次の諸点に関心が集中していると言える：日本政府の難民認

定数の少なさ（及び認定率の低さ）とその原因、在留許可を得ていない

（無ビザ）状態の難民申請者の入国管理局による収容とその実態、また、

難民申請者及び認定難民の、日本在留中の権利保障など。中には、日本

政府の UNHCR に対する巨額の資金拠出や第三国定住事業の実施に対す

る一定の評価も含まれているが、いずれの評価においても「日本は難民

の受け入れに消極的である」というのが基本的な論調となっている。

　マスコミ報道

　日本の難民受け入れ体制を扱った報道を検索してみると、その多くが

ネガティブな評価であることに容易に気づく。本稿にて関連する記事を

全て列挙することはできないが、近年の主だった記事を、以下にいくつ

か挙げてみよう 34。2013 年に日本がシリア難民を 6 名しか認定していな

いことから、日本が硬直し厳格すぎる難民認定体制を見直すことを要請

した UNHCR のグテーレス高等弁務官（当時）の発言を報道した記事 35、

難民保護と再定住（第三国定住）に関する計画の欠如や難民審査体制の

機能不全を挙げ、日本政府側に包括的な政策がなく、システムの透明性、

効率性と独立性の欠如を原因として指摘したもの 36、日本への難民申請・

認定数が欧米諸国に比べ極端に少ない理由として、地理的要因、信頼で

きる受け入れコミュニティが少ないことを挙げたもの 37、多額の資金拠

出に比べ低い難民認定率や、難民申請者に対する入国管理局の排他的な

態度を指摘しながら、日本の少子化・高齢化による人口減少が予測さ

れ、空き家が膨大に発生している状況の中、むしろ積極的に難民を受け
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入れるという選択肢を提示するもの 38、UNHCR のグランディ高等弁務

官の発言を引用し、日本の第三国定住事業の受け入れ枠が年間 30 人と

少ないことを指摘するもの 39、日本が難民受け入れに向けたシステムの

変化に消極的であることを挙げ、その原因には日本の社会風土――日本

が「単一民族国家」であるという信憑と、その状態が今後も維持される

ことを望むような考え方――や「朝鮮半島有事」の際に北朝鮮から大量

の難民（ボートピープル）が日本に殺到するという根強い恐怖があると

分析した記事 40 など。これら複数の記事に共通する認識は、「日本は経

済大国であり資金援助には寛大だが国内にはごく少数の難民しか受け入

れない」ということができよう。とりわけ、シリア内戦から大規模の難

民が発生してから、日本がシリア難民をほとんど認定していないことに

対する批判が複数見られる。日本の難民認定制度の運用における難民の

定義の「厳格すぎる解釈」が繰り返し指摘されていることも注目される。

　米国務省「国別人権報告書」

　日本の難民受け入れに対する第三者からの評価資料の一つとして、米

国務省が毎年発表する「国別人権報告書（日本に関する部分）」41 も参

考にすることができる。同報告書は、日本における人権保障状況を全般

的に評価するほか、「第２部　市民の自由の尊重」の中の「難民の保護」

パートにおいて、「庇護へのアクセス」「ルフールマン原則（ノン・ルフ

ルマン原則の遵守）」「難民への虐待」「（難民の）移動の自由」「雇用（及

び就労）」「基本的なサービス（社会福祉等）へのアクセス」「一時的な

保護」などの項目から、当該国における毎年の状況を評価している。

　2013 年から 2017 年にかけての報告書における全般的な評価では、日

本において「根強く残る人権に関する懸念事項」の一つとして、「庇護

希望者の収容」を挙げている 42。具体的な項目を確認すると、「庇護へ

のアクセス」に関しては、日本政府は法的に庇護の付与あるいは難民認

定制度を規定し、認定難民を保護する制度を確立している一方、実際に

は難民認定は極めてまれであることが繰り返し指摘されている。また、

難民不認定に対する異議申し立てにおける政府の法的支援が受けられな

いため民間団体（日本弁護士連合会）が無償で法律支援を行ってきてい
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る一方で、法務省と日本弁護士連合会、NGO の「なんみんフォーラム」

が協同し、日本の空港にて仮上陸または仮滞在の許可を得た難民申請者

に住居、社会福祉及び法的サービスを提供する収容代替措置（ATD）事

業を実施していることなども紹介されている。しかし、「雇用（就労）」

項目においては、短期ビザを所持した難民申請者が収入を伴う活動に従

事する許可（資格外活動許可）申請を行った際、許可が下りるまでの間、

最低限の生活保護の支給が十全に行われていないことが指摘されている

ほか、「基本的なサービス（社会福祉等）へのアクセス」項目においても、

難民が依然として住居、教育、雇用の機会を制限される差別を受けてお

り、また、難民申請中または異議申し立て手続き中の人は社会福祉を受

ける権利がなく、過密状態のシェルターや違法雇用、または NGO の援

助に頼るしかない状況が指摘されている。

　なお、2016 年からは、「第 7 部　労働者の権利」の中の「e）許容され

る労働条件」パートにおいて、仮放免許可を受けており、就労許可がな

い外国人庇護希望者が非公式に雇用されており、このような労働者は不

当な扱いを受けやすく、一般的な労働者としての保護や監督を受けるこ

とができなかったことが新たに指摘されている。

　2-2．日本における難民受け入れの論点

　一国における難民受け入れのあり方は、広義においては当該国におけ

る入国管理政策の一環として捉えることができる 43 一方で、そのプロ

セスの構成要素としての国際条約や国際的に共有されている規範へのコ

ミットメントがとりわけ強く作用する領域として論じることができる。

なお、難民に限らず、外国人の受け入れ体制全般に関しては、出入国、

在留及び就労の許可に加え、受け入れた者の定着及び社会統合までの流

れとして捉える視点も必要となろう。もちろん、これらの論点を検討す

るためには、難民申請から認定・不認定、不認定処分に対する異議申し

立てと行政訴訟、定着後の社会統合状況等に至るあらゆるプロセスに関

わる議論を網羅的にレビューするのが望ましいだろうが、紙幅の関係

上、いくつかの代表的な論点を取り上げることとする。

　まず、国家レベルで難民問題に関わる 3 つの方法――条約難民の認定
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による受け入れ、第三国定住による受け入れ、UNHCR などへの資金協

力――を起点に考えると、日本は国際的に比較して条約難民の認定は極

めて少なく、資金協力の規模は大きい、という特徴を有する 44。条約難

民の認定による受け入れが少ない理由として、滝澤（2017）は、①法務

省入国管理局による「難民」の定義が狭く、かつ難民性を判断する基準

が厳しいこと、②外国人の定住・永住を伴う「移民政策」は取らないと

いう政府の強い方針と、③その底流にある「集団主義的で『よそ者』を

排除しがちな」日本社会の移民・難民に対する冷淡さ、そして、④そも

そも「日本は難民にとって魅力がある国ではない」こと、⑤「日本難民

鎖国論」といった悲観的言説による「自己実現」を挙げている 45。滝澤

のこれらの論点は、日本の難民受け入れ体制に関する包括的な視点を提

供するものであり、以下では、上記を参考にしながら論を進めていくこ

ととする。

　①「法務省による『難民』定義が狭い」という主張は、大別すると 2
つの側面から捉えることができる。一つは、難民条約上の定義における

「迫害」の生じる 5 つの原因――人種、宗教、国籍、特定の社会的集団、

政治的意見――を文面通り厳格に解釈し、「本国に戻る見込みのない政

治亡命者」のみを念頭に置いた難民が想定されているという側面であ

る。例えば近年のシリア難民等の「紛争難民」に当たる人々が日本に入

国して難民申請を行っても条約難民としてはほとんど認定されていない

ことは、その典型例と言えよう。もう一つは、「迫害を受ける恐れがある」

ことについて、とりわけ申請者本人による物的証拠を伴う証明責任を強

く求めることに対する指摘である。すなわち、「難民認定審査において、

本人の主張と出身国の情報に関する情報の収集を本人が行うことが求め

られ、その情報の信憑性に関する判断基準が厳格に設定されている」46

ということである。「難民性」の立証基準に関しては、UNHCR による『難

民認定基準ハンドブック（以下『UNHCR ハンドブック』）』による以下

の記述が頻繁に参照される。

　　「申請者がその主張を裏づけるために真に努力をしても、その供述

のいくつかの部分について証拠が欠如することがあり得る。…（中略）
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…難民がその事案のすべてを『立証』できることはまれであって、も

しこれを要求するとすれば難民の大半は認定を受けることができな

いことになろう。それ故、申請者に『疑わしきは申請者の利益に』の

原則（灰色の利益）を適用することが頻繁に必要になる。」47

　もちろん、『UNHCR ハンドブック』は、上記の「灰色の利益（疑わ

しきは申請者の利益に）」を、申請者本人の立証責任を矮小化させるも

のとして述べているわけではなく、「すべての利用可能な資料が入手さ

れて検討され、かつ、審査官が申請者の一般的信憑性について納得した

ときに限り与えられるべきもの」であり、「申請者の供述は一貫してい

て自然なものでなくてはならず、一般的に知られている事実に反するも

のであってはならない」48 と敷衍している。これらの内容を踏まえると、

難民性の審査は、難民条約の締約国が難民認定制度上で「迫害」の具体

的な基準をどのように形成しているかという面でのバリエーションが存

在する 49 一方で、難民申請が行われた締約国における資料の収集と立

証に至る手続きの運用の厳密さ・適正さ、立証責任の所在等にもバリエー

ションが浮かび上がってくることが分かる。このうち後者のバリエー

ションについては、当該国における難民申請の受付けや審査手続き、審

査結果の通知と異議申し立て時の２次審査等の手続きのあり方の適切さ

を評価しフィードバックを行う独立第三者機関の有無
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、という視点が必

要となると考えられる。この点に関連しては、日本では異議申し立て審

査手続きにおける難民審査参与員が法務大臣によって任命されているこ

と、外国人収容所の運営状況を調査・勧告する第三者機関である「入

国者収容所等視察委員会」も法務大臣から任命される形をとっている

こと 50、国内に独立した人権委員会が設置されていないことなどが重要

なポイントとなる。

　②日本政府が方針として「移民政策を取らない」というのは、言葉通

り、日本の閣僚たちによって繰り返しなされている発言 51 から読み取

れる、「永住・定住を前提としない単純労働者を一時的に受け入れ、在

留期間終了後には帰国してもらう」という意向を表す。一方で、このよ

うな意向は、とりわけ難民の受け入れとも関連して「包括的な社会統合

政策の不在」という論点を浮き彫りにするものでもある。上記 2-1「マ
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スコミ報道」でも指摘されている日本の人口減少やいわゆる「単純労務」

における労働力不足に関連して、日本政府は、公式的には「労働者」で

はない「技能実習」制度を通じて、さらに、技能実習生よりも多数を占

める「留学生」による就労活動（「資格外活動」）許可制度の運用によっ

て、結果として実質的な外国人単純労働者を確保してきたと言える。こ

のような構造は、実質的には労働者として日本に在住していながらも、

在留資格上では労働者としての権利ひいては基本的人権が保障されずト

ラフィッキング（人身売買）状態に陥るケース（技能実習生）や、留学

生に対する（または留学生による）違法労働行為やそれに関連したオー

バーワーク、オーバーステイ等の不法滞在が発生する余地を多分に含ん

でおり、特に技能実習制度については国際的にも度重なる指摘 52 がな

されている。

　上記の構造は、難民受け入れ体制との関連でどのような特徴を示すの

だろうか。図３は、日本に新たに入国し在留できる且つ「本来就労を目

的としていない」3 つの在留資格（技能実習生、留学生、短期滞在）を

取り上げ、難民申請との関係、そしてその関係の中で法務省と難民支援

等を行う NGO・市民社会との視点のズレを表したものである。

　公式レベルでは「労働者」ではない技能実習生と留学生、短期滞在ビ

 
 

 

出典：筆者作成。 
 
  

　　　
図３　日本における外国人の非就労在留資格と難民申請に関する法務省と
　　　　　　市民社会の視点
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ザによる在留外国人のうち一部が、本来の趣旨と合致しない労働行為（技

能実習生）、資格外活動許可を得る（留学生）、または直接不法就労に就

く（短期滞在ビザ等）などして、非公式レベルでは実質的な低賃金（単

純）労働者として働き、さらにその一部がオーバーステイ、オーバーワー

ク等を理由とする不法滞在者になる可能性が存在する。一方で、不法滞

在状態になった者または在留期限が迫っており新たな在留資格取得や在

留期間更新の見込みの無い者等にとっては、難民申請が本来の趣旨から

離れ「いったん申請すれば不認定でも審査に数年もかかり、申請してか

ら一定期間後には就労できる」という制度上の「選択肢」として認識さ

れる蓋然性 53 が生まれる。「入国及び在留管理」「違法行為の取り締まり」

を本旨とする法務省入国管理局の視点からすると、日常業務において相

手する圧倒的多数はこれらの「不法滞在・不法就労の疑いのある（正規

の在留資格を有する者を含む）外国人」であり、「本当に迫害から逃れ

庇護を求める者」との対面は少数に留まる。法務省が「真の難民の迅速

かつ確実な庇護」を唱えながらも、難民に該当しない人々によって難民

認定制度が「誤用・濫用される」という懸念を強調 54 するのは、ある

意味自然な反応とも言えよう。しかし一方で、「人権保護」の見地から

難民支援活動に携わる NGO や市民団体等の視点からすると、支援の現

場で対面する大多数は「迫害から逃れ庇護を求める者」として難民性を

主張する「真の難民（またはその可能性がある者）」の方である。この

視点に立つと、法務省入国管理局の難民認定制度の運用は、専ら就労等

を目的とした「難民申請の誤用・濫用」を防ぐことを重視するあまり、

当の「真の難民」である可能性を有する者がむしろ取り残され、然るべ

き庇護権を保障されないという問題を引き起こしていると解釈し得るだ

ろう 55。

　ただし、上記両者（法務省と NGO・市民社会）の視点が齟齬をきた

しているとしても、少なくとも公式レベルの目的――例えば当面の目標

としての「真の難民の迅速かつ確実な庇護」など――が両者間で相反す

るものでない限り、情報共有は一つの有効な選択肢として考えられ得

る。すなわち、現在日本において、難民支援の現場と在留・就労中の外

国人を取り締まる現場からそれぞれ得られた情報や知見が共有される何

らかのプラットフォームを設置するなど、政府−市民社会間の認識の不
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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一致を軽減し包括的な議論が行われるような政策手段の不在
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、そしてそ

の不在の構造的原因
0 0 0 0 0

、という視点が必要となろう。この点に関連するプ

ラットフォームとして、内閣官房副長官を議長とする「インドシナ難民

対策連絡調整会議」を 2002 年 8 月に改組し、包括的な難民問題に対す

る省庁間連携 56 を目的とした「難民対策連絡調整会議」を挙げること

ができる。この会議は、創設以来、条約難民や難民申請者への支援等に

関する議論及び情報共有がなされており、とりわけ 2008 年からは第三

国定住事業を中心に議論を進めてきている。なお、難民問題の学識経験

者や NGO 関係者、オブザーバーとして IOM（国際移住機関）、RHQ（ア

ジア福祉教育財団難民事業本部）、UNHCR も参加している。ただし、こ

の会議は、予算措置を取ることができず、各省庁で行われている政策間

の連携や包括的な移民・難民政策を立てるところまでは至っていない。

　さらに、「移民政策は取らない」という日本政府の方針に関連して、「永

住・定住を伴わない」という前提とは裏腹に、日本に在留する永住者及

び定住者の数が年々増加してきているという事実も指摘できよう。実

際、日本において「永住者」と在日コリアン等の「特別永住者」を足し

た数は 1996 年以降一貫して増加してきており 57、「特別永住者」の数が

毎年約 1 万人ずつ減少してきているにも関わらず、この傾向は続いてい

る（図 4）。難民認定数が結果として極端に少ない一方で、入管行政か

らすると在留状況のコントロールからはむしろ遠ざかることになる「永

住者」人口は既に 80 万人に接近しつつあるという、一見すると矛盾し

ているこの現象自体は、直接的には、日本の入国管理制度上、在留資格「永

住者」の取得には特別な限定事項（例えば年間で外国人が「永住者」資

格を取得できる絶対数の上限など）や禁止事項（例えば広範における違

法行為前歴に対する「永住者」資格申請自体の拒否など）等は無く、そ

もそも日本政府が人為的に永住者・定住者の規模を操作できるシステム

ではないということに起因していると考えられる。しかし、政府が公式

には「（永住・定住を伴う）移民政策は取らない」という方針を打ち出

しているということは、日本に定着した後の生活者としての側面を考慮

した政策、つまり社会統合政策の不在
0 0 0 0 0 0 0 0 0

に繋がる。日本における社会統合

政策の不在は、上に紹介してきたインドシナ難民の日本社会における定

着や、2010 年からの第三国定住事業によるミャンマー難民の定着の場
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面に関しても指摘されている 58。

　③「集団主義的で『よそ者』を排除しがちな日本社会の移民・難民に

対する冷淡さ」という指摘は、日本人の意識調査や世論調査等からその

一端を観察することができる。日本における難民受け入れに関する大規

模の世論調査はまだ数少ないが、いくつかの傾向を読み取ることはでき

る。例えば内閣府政府広報室が 1982 年にインドシナ難民支援に関して

全国 20 歳以上の 3000 名を対象に行った世論調査 59 では、当時日本でイ

ンドシナ難民の受け入れを 3000 人規模で開始し、既に 1800 人が定住し

ていた時点で、国内外のインドシナ難民に対して何らかの形で「援助す

るべきだ」という回答が 73.6% であり、当時の定住枠から「さらに増や

 
 

 
出典：法務省、2017年3月27日、報道発表資料「平成２９年末現在における 

在留外国人数について（確定値）」より。 

 
  

図４　法務省発表資料「在留外国人数の推移（在留資格別）」（単位：万人）
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すべきだ」とする回答が合計 49.9％と「増やすべきではない」の 29.1%
を大きく上回っていた。日本以外の国への定住を希望していながらも見

込みのない人々 1000 人に対しても、「日本語教育や就職斡旋などによる

定住促進」や「地域社会での自活」を望む回答が合計 59.9% と多数を占

めており、さらには、インドシナ難民の一部によるケンカなどのトラブ

ルに対してさえも、寛容に対処すべきとする回答が計 60%を超えていた。

　一方で、近年行われた意識調査・世論調査においては、難民受け入れ

に対する否定的な意見が目立つ。2015 年 9 月 12 日に発表された日本経

済新聞の読者アンケートでは、中東・アフリカからの難民問題に対して

日本政府が取るべき対応として、「全面的に受け入れるべきだ（11.7%）」

「難民申請の中身を精査して一部を受け入れるべきだ（52.3%）」という

回答が、「資金支援にとどめるべきだ（22.8%）」「一切受け入れるべきで

はない（10.5%）」より優勢となっている 60。しかし、同じ時期に行われ

たヤフー・ジャパンの意識調査においては、日本の難民受け入れについ

て、「受け入れ人数を増やした方がいい（19.9%）」に対して「このまま

でいい（36.8%）」「受け入れ人数を減らした方がいい（43.3%）」という

消極的または否定的な回答が大きく上回っている 61。2016 年 2 月の「産

経・FNN 世論調査」でも、「日本が移民や難民を大規模に受け入れるこ

と」に対して「反対（68.9%）」が「賛成（20.2%）」を大きく上回ってい

る 62。もちろん、この中には統計処理を行っていない調査も含まれてい

るが、大まかな傾向として難民受け入れに消極的な態度が増えてきてい

ることが間接的に読み取れる。

　他方で、難民受け入れの業務を直接行う立場である自治体のうち、受

け入れに前向きな自治体は殆どないという指摘 63 もある。これは、日

本に根強く存在する「単一民族神話」とも関連して解釈することも可能

であろうが、「見知らぬ外国人との共存を望まない」という態度自体は

日本にのみ現れるものではなく、むしろ難民を受け入れる意思を有する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方自治体と中央政府との連携が十全に機能しているか否か
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が重要な視

点と言えよう 64。

　④「日本は難民にとって魅力がある国ではない」という指摘は、「難

民は日本に来ることを望んでいるだろう」という「思い込み」に対する

反論としての性格を持っていると考えられる。難民が日本を庇護先とし
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て選好するという言説については、とりわけ条約難民の多くは渡航先を

必ずしも自由に「選択」できるわけではないということ、また、逆に「そ

もそも難民は日本を選ばない」という言説――このような主張は、日本

は地理的に離れている島国であるから来日コストが高い、日本語という

慣れない言語を使えなければ意思疎通が極めて難しい、といった根拠を

伴うことが多い――との整合性をも検討する余地があろう。

　現在多くの難民が発生している中東・アフリカ地域を例に考えると、

既に 650 万に上るシリア難民のうち日本で難民申請を行った者は 2017
年 12 月までに約 80 名であるのに対し、韓国では 2017 年 12 月までに計

1326 名のシリア国籍者が難民申請を行っている。中東・アフリカと地

理的に離れており、陸路では入国できず主に空路による入国しかできな

いという意味では韓国も日本と大差ないと言えるが、このように難民申

請者数が異なるということは、地理的なアクセス可能性というよりも渡

航先国の入国管理制度を含む様々な情況――たまたま観光ビザ等が入手

できた国に入国するなど――を考慮する必要があろう 65。

　上記④に関連して、⑤「日本難民鎖国論」といった悲観的言説による「自

己実現（self-enforcement）」に対する指摘も、日本の難民認定数や認定率

の低さを強調する否定的評価に関わるものである。すなわち、主に欧米

メディアによる「日本叩き」報道が海外の難民申請者の日本に対するイ

メージを悪化させ、結果として「真の難民」の来日を押し止めるという

循環が生じるという主張 66 である。世界各地から条約難民として庇護

を求める人々を対象に、実際に日本の難民制度に対する否定的評価を元

に日本行きを積極的に選択肢から外す、または複数の渡航先国のうち消

極的に選好しないことを実証することは困難であろうが、難民側の選択

権が顕在化する第三国定住事業のケースでは、その一端が観察されてい

る 67。このような事柄をもとに「難民に厳しい国」「難民鎖国日本」といっ

た評価を下すのはいささか短絡的と言えよう。明石（2010）は、日本の

外国人受け入れに関する言説を「日本特殊論」――外国人労働者受け入

れをめぐる日本の経験を他のケースと比べユニークな事例と位置づける

――と「日本鎖国論」――外国人の受け入れを示す日本の姿勢のなかに、

「単一民族主義」にもとづく「鎖国的」で「排外的」なメンタリティを

指摘する――に大別した 68 が、上記のような不定的評価は後者に属す
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るものと言えよう 69。

　小池（2011）は、国際社会における自由主義的規範に照らし合わせた時、

日本はアジアの中にあって早くから西欧に「自由主義国家」として認識

されておきながらも、移民・難民行政においては自由主義に逆行する国

のように映ずるが、それにも関わらず、一概に日本が「移民・難民に厳

しい国」という認識は正確ではなく、些細ながらも自由主義的規範に近

づくような方向へと制度改正が行われてきていると論じている 70。田中

（1994）も、日本のインドシナ難民受け入れが日本国内における自発的

な意識変化ではなく「国際社会の圧力」によるものであった一方で、日

本に難民政策を誕生させたこと、難民問題等への対応を経ながら合法・

不法を問わず外国人の出入国に関する行政経費が継続して増えてきたこ

と等の変化を指摘している 71。国際法学の分野においても、日本の難民

認定制度における「庇護へのアクセスは他国に抜きん出て優遇的に保障

されている」72 ことが指摘されている。実際、「60 日ルール」の廃止や、

各地方の入管で難民申請が可能であること、国境・海域で物理的な入国

阻止を行っていないなど、日本の難民申請へのアクセスは国際的に比較

しても保障されていると言える。

　ただし、形式的に申請が受理されたとしても、申請中の生活が著しく

困難であることや、結果的に認定率が極めて低いこと、申請中の就労の

可否やその時期、申請や審査の際の言語や通訳者の提供に関わる問題な

ど、間接的・実質的には障害があると考えられる 73。このような間接的

障害の根底には、難民認定審査手続き等に関わる行政資源の不足はもち

ろん、難民受け入れを含む包括的かつ一貫性のある制度の不在
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、複数の

手続きにおける不透明性
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が存在する可能性がある。

　2-3．小括：日本の難民受け入れにおける構造的要因

　本節では、日本の難民受け入れに関する評価といくつかの代表的な論

点を取り上げ、関連する議論を検討してきた。マスコミや第三者機関等

による評価では主に日本の難民受け入れ規模の小ささや法的瑕疵の指

摘、また、日本の人口減少・労働力減少への「処方箋」の一つとして、

より大規模の難民受け入れを提言する内容が際立っている。一方で、学
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術的な議論では、「なぜ日本の難民認定は少ないか」という問いに対す

る回答という形で、法務省入国管理局による「難民」定義の狭さや難民

性判断基準の厳格さ、外国人の永住・定住を伴う「移民政策」を取らな

いという日本政府の方針と、その底流にある日本社会の移民・難民に対

する冷淡な態度、難民が日本を庇護先として選択していないという現象

とそれに関わる「日本鎖国論」といった悲観的言説による「自己実現」

的循環の存在という論点を検討した。日本の難民受け入れ全般に関して

も、国際条約に基づいて整備されてきた日本の難民認定制度が少なくと

も形式上では一概に「閉鎖的」「後進的」と断定することはできず、む

しろ比較的「開放的」な要素をも含んでいること、また、国際社会の規

範に近づく形で部分的改正が継続して行なわれてきたことが主張されて

いる。ただし、難民が日本社会に定着することを想定した政策が不十分

であることや、難民認定審査自体は条約によって覊束されるにも関わら

ず、具体的な運用においては法務省の裁量の余地のある「入国管理」と

いう視点が優位であり続けたことなど、庇護を求める者にとっては間接

的障害となる部分も指摘されている。

　これらの指摘に通底する構造的要因として、本稿では以下の要因を抽

出している。すなわち、難民申請及び認定に関わる手続きのあり方の適

正さを評価しフィードバックを行う独立第三者機関の不在、日本政府−

市民社会間の認識の不一致を軽減し包括的な議論が行われるような政策

手段の不在、難民を受け入れる意思を有する地方自治体と中央政府との

連携の不在、難民受け入れを含む包括的かつ一貫性のある政策パッケー

ジ――例えば社会統合政策――の不在、複数の手続きにおける不透明性

が存在する可能性、などである。

　このような構造的要因（空隙）は、前述したように、難民の受け入れ

から地域社会への定住、社会統合支援まで比較的具体的な計画が事前に

可視化されやすいという制度的特性を有する第三国定住事業において、

より明確に浮かび上がる。NPO 法人なんみんフォーラム（2012）は、日

本における第三国定住事業の「現状の課題」として、政策決定における

理念やゴール設定が不明確であり、且つ、各ステークホルダーの関与が

認められておらず（図 5）、結果として受け入れの体制・内容が不十分

になっていることを指摘している 74。具体的には、まず、第三国定住事
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業を含む難民を受け入れた日本社会の将来ビジョンや最終的な受け入れ

規模、受け入れる難民の特徴等が不明確なままであるため、現状の受け

入れ体制に対する評価基準が定まらないことが挙げられる。受け入れの

ゴールを明確にするためには、政策に関わる意思決定プロセスに受け入

れの直接の主体となる自治体や難民コミュニティ、NPO などのステー

クホルダーの関与が不可欠となるが、第三国定住事業ではこれが認めら

れておらず、各ステークホルダーが有する情報が活用されていない。結

果として、受け入れる難民のニーズが事前に把握できず、具体的な支援

体制の内容が不十分なままになってしまう 75。どちらも、政策決定に関

わる構造の中に、事業に参加する各主体間の情報共有の不在とそれによ

る適正規模の予算化が不明確となっていることから起因する問題と考え

られる。

　滝澤（2014）は、第三国定住事業が「難航」する原因として、「権限

のギャップ」「貢献のギャップ」「インセンティブ・ギャップ」を挙げて

いるが、これらの原因も、それぞれ情報共有の不在と受け入れ主体への

予算化の不在を表したものである。少し長いが、以下に第三国定住事業

 
 

 
出典：NPO 法人なんみんフォーラム、2012 年 1 月 19 日、「第三国定住難民受け入れから 

見える難民政策の課題と提案」第三国定住に関する意見交換会発表資料、スライド 6 より。 

 
  

図 5　第三国定住事業の政策決定における各ステークホルダーの限定的な参加
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の導入過程と上記 3 つの原因に関する記述を一部引用する。

「政府による第三国定住事業の導入は、このように少数のエリートに

よる『ステルス』的な政策決定過程を経て速やかになされた。…（中

略）…日本での第三国定住導入の決定は極めて政治的に、また社会統

合支援を担う自治体や NGO を排除してなされた。」76

「受け入れる自治体や NGO、企業は、社会的、経済的、政治的な影響

を受けることになるが、後者は政府レベルでの意思決定のプロセスか

らは完全に排除されてきた。政府レベルでの政策決定の（短期的には

ネガティブな）影響を事後的にかつ受動的に受け入れざるを得なかっ

た受け入れ自治体（鈴鹿市、三郷市など）の関係者からは、情報自

体が不足し、難民と住民のニーズをともに満たすような対応策をとる

のに非常に苦労したといった不満が出ている。」77（「権限のギャップ」

に関する部分）

「日本の自治体、NGO や企業、地域住民には難民定住を促進するため

に貢献できる潜在力が十分ある。しかし、第三国定住事業では、それ

らのアクターは「貢献する機会」を十分与えられなかった。社会統合

支援は外務省のもと事実上 RHQ（難民事業本部：筆者注）が独占し

てきたため、自治体や NGO はどのようなサービスが必要になるのか、

自分たちの持つどのようなリソースが役立つのかについてアイデア

を持ち得なかった。」78（「貢献のギャップ」に関する部分）

「日本の第三国定住事業の利益は国際的な評判を得るという形で政府

が独占してきた。『評判という利益』は将来にわたって国内に薄く拡

散する一方で、費用は少数の受け入れ自治体に集中する。政府の物質

的な第三国定住予算約１億円は、大半が半年間の都心での研修のた

めに RHQ に供与されるため、受け入れる自治体には追加的交付税の

ような形での補助金はない。財政的『持ち出し』を強いられる自治体

にとって難民受け入れは政治的にも難しい。」79（「インセンティブ・

ギャップ」に関する部分）
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　このような現状に対し、なんみんフォーラムは以下の 4 つの提案――

「官民連携での政策立案」、「多様な視点による選定／対象者の拡大（脆

弱性の高い難民を含む）」、「継続的なサポートの提供」と「受け入れ体

制（における権限委譲）」――を示している 80。このうち、上に指摘し

た構造的要因に直接関わるものとして、「官民連携での政策立案」は、

政府・国会・自治体・難民・NPO が参加する「円卓会議」を設置し、

民間も交える前提でこれを予算化することを提案している。この官民連

携の「円卓会議」は、本項の冒頭において指摘した「難民申請及び認定

に関わる手続きのあり方の適正さを評価しフィードバックを行う独立第

三者機関の不在」と「日本政府−市民社会間の認識の不一致を軽減し包

括的な議論が行われるような政策手段」とも繋がるものと見ることがで

きる。

　「受け入れ体制（における権限委譲）」は、中間層に誰を配置するかに

よって 3 つのオプションに分かれている。まず、共通事項として、川上

で政府が政策決定と予算策定、受け入れ自治体選定を担当し、川下では

自治体各部署及び NPO・住民組織やその他民間主体と委託を含む連携

で難民受け入れ及び支援を担当する形となっている。中間層のオプショ

ンとして、1 つ目は複数の受け入れ自治体に政府から直接予算伝達、2
つ目は自治体の上位に統括機関（移民・難民機関等）を設置し予算伝達・

進捗管理等を担当、3 つ目は複数の自治体や NPO 等の主体からなら民

間コンソーシアムを設置し同じく予算伝達・進捗管理等を担当するとい

う案である。

　最後に、同フォーラムでは、将来的に求められる措置として、抜本的

な難民行政の見直し、すなわち包括的な「難民保護法」を制定すること

を提案している 81。これは、「難民」としての在留資格の明確化、条約難民、

人道的配慮、第三国定住難民に関する包括的な制度の確立、難民申請者

の在留資格の規定などを含むものである。

　これまでの論点を整理すると、日本における難民受け入れ体制につい

て指摘されている諸点に通底する構造的要因は、難民受け入れに関わる

日本政府の各省庁間及び政府と NGO 等の市民社会、国際機関との間の
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情報共有と連携の実行を可能とする予算化された独立プラットフォーム

の不在、その不在によって実際に情報共有と連携が十分に機能していな

いこと、結果として社会統合を含む包括的な移民・難民政策に関わる共

通の目標やビジョンが形成されていないことであると考えられる（図

6）。このような視点に立ってみると、日本の難民受け入れ体制の政策実

行やその効果に関しては数多くの議論が既往研究において行われてきて

いるのに対して、現行政策に対する改正案や新法案等の政策代替案の生

成と特定化、そして政策代替案の選択といった政策形成プロセスにおけ

る様々なアクターの参加を対象にした研究はまだ蓄積が十分とはいえな

い。

　日本における外国人受け入れは、長らく欧米諸国との比較を中心に論

じられてきた。しかし、明石（2010）が指摘しているように、「日本特殊論」

からの脱却を試みるならば、むしろ「日本の経験と同時代性を持ってい

る」韓国や台湾等の東アジアの事例に目を向けることが妥当であると考

えられる 82。とりわけ、日本の難民受け入れを考える際には、日本の入

管法をモデルにしながらも異なる変遷を遂げている韓国の事例を参考に

することは有効であろう。

 
 

 

出典：筆者作成。 
 
  

図 6　日本の難民受け入れにおける構造的要因
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　ここで、今後の分析枠組みの参考として以下を簡略に紹介しておこ

う。小島（2003）は、政策決定を分析する複数の理論的枠組み 83 を検

討した上で、Kingdon の「政策の窓」モデル 84 を参考に、日本における

NPO 法の形成過程を詳細に分析している。政策の窓モデルにおいて、

政策の形成・実行は、①問題の認識・定義にもとづくアジェンダの設定、

②複数の多様な政策代替案の生成・特定化、③政策代替案の選択による

正式な決定・正当化、④決定・正当化された政策の実行の 4 つのプロセ

スから成り立っている 85。政策の窓モデルは、③の「正式な決定・正当化」

と④の「決定・正当化された政策の実行」の前提となる、①の「アジェ

ンダの設定」と②の「政策案の生成・特定化」の 2 つのプロセスに焦点

を合わせ、①〜③ 3 つのプロセスを分析・解明しようとするモデル 86 で

あり（図 7）、漸進的・増分的な変化よりも抜本的な改革すなわち新法

律制定等の大きな政策変化の分析に適している。

　政策形成システムにおいては、独自のパターンを持ち、時間とともに

流れている 3 つの流れ――問題の流れ、政策の流れ、政治の流れ――が

あり、時に「政策の窓」が開くことによって合流する。「政策の窓」と

は、政策企業家（政策アクティビスト）87 が、自らが得意とする政策案

を推し進めたり、特定の問題を他の参加者に注目させるのに好機と考え

たりする特定の時期を指している。政策の流れの中で、投げ込まれる政

策案（過去に投げ込まれた政策案を含む）・問題・政治の 3 つが、全く

 
 

 
出典：小島廣光、2003、『政策形成と NPO 法――問題、政策、そして政治』有斐閣、16 頁。 

 
  

図７　政策の窓モデルの射程



106

日本社会における難民受け入れの論点―日韓比較の可能性

の偶然だけでなく、必ずしも能動的とはいえない政策企業家の結び付け

により 1 つのパッケージを構成する場合、その問題はアジェンダ（政府・

国会の内部や周辺の参加者が注目している複数の問題のリスト）に上程

され、その優先順位が上がる可能性、そして、政策決定システムにおい

て、これら問題と政策案が正式に決定・正当化される可能性は非常に大

きくなる 88。

　日本の難民受け入れ体制に関連付けて言うと、1982 年の入管難民法

改正後、これまで政策の個別的な部分を改正してきたことは入管法の大

枠を維持しながら行われた漸進的・増分的な変化であり、上記のなんみ

んフォーラムにおける新難民法制定の提案の場合は抜本的な改革を指向

していると言える。韓国の場合、日本と同じく入管法によって難民認定

を行ってきたが、8 年近くの年月をかけて 2011 年に独立した難民法の

制定という抜本的な改革に至っている。詳細な分析は別稿に委ね、次節

では、このような韓国の事例を概観し、アクター間の相互作用という観

点からの日韓比較の可能性を試論的に提示する。

第 3 節　難民受け入れ体制に関する日韓比較の可能性

　3-1．韓国の難民受け入れ体制の概観

　

　韓国では、日本と同様、1970 年代からのインドシナ難民の上陸によっ

て難民問題が本格的に可視化してきた。ただし、1 万人以上のインドシ

ナ難民を受け入れ「定住者」資格を付与した日本とは異なり、韓国政府

はインドシナ難民全員をアメリカ等の第三国に定住させることにした 89。

韓国は 1992 年に難民条約を批准し、日本の入管法をモデルに「出入国

管理法」を改正し、難民認定に関する条項を新設した。そのため、日本

において指摘されていることと同じく、「難民」の定義は難民条約を間

接的に引用しているのみで、「入国管理」という規律の主旨から難民認

定と保護を実施しているという矛盾が度々指摘されてきた 90。

　2004 年、「民主社会のための弁護士の会」と難民支援団体「ピナンチョ

（避難処）」等が国家人権委員会の後援を受け、韓国初の「国内外国人難

民人権実態調査報告書」を発表し「難民認定と処遇に関する法律（仮称）」
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の制定を主張した。それ以来、2005 年 6 月には韓国国会にて初めて「避

難処」が主管し国会人権フォーラムが主催する「韓国の難民実態と難

民制度改善方案」をテーマとするフォーラムが開催され、2006 年から

は、同フォーラムの参加者を中心に、難民法制提案を研究する月例勉強

会（「難民支援ネットワーク月例会」）が始まった 91。国家人権委員会も、

2006 年 6 月、「難民の人権保護のための政策改善に関する勧告」におい

て、独立した難民法の必要性を言及している 92。韓国法務部（日本の法

務省に相当）も 2005 年頃から難民室を中心に「難民法制・改定委員会」

を構成し、認定難民や難民申請者への処遇や UNHCR との協力等を盛り

込んだ革新的な改正案を作る 93 など、韓国内において難民保護に関わ

る国際的規範に接近することは、総論としては否定されていなかったと

みられる。法務部の改正案等をも参照しながら、市民たちによる「難民

支援ネットワーク」は難民法の草案を作成し、立法請願を受けた国会人

権フォーラムの代表である保守系（当時セヌリ党）のファン・ウヨ議員

が国会に法案を代表発議し、2011 年末に難民法が成立した 94。

　具体的な条文を見ると、難民法第 3 条では「強制送還の禁止」（ノン・

ルフールマン原則）を規定し、難民として認定された者のみならず人道

的滞留者（日本の「人道的配慮による在留許可者」に相当）及び難民申

請者に対する強制送還を禁止する内容が明文化されている 95。さらに、

それまで法的地位が明確に区別されていなかった「難民不認定に対する

異議申し立てまたは行政訴訟を行っている者もしくは準備中の者」まで

包括的に「難民申請者」の定義に含まれるようになった（第 2 条第 4 項）。

なお、同法第 5 条から第 24 条にかけては、難民申請及び審査に関わる

手続きをより充実する内容が規定されている。例えば、出入国港におけ

る難民申請（第 6 条）、難民申請者の要請があれば同性の審査官から面

接を受ける権利（第 8 条の 2）、難民審査手続きにおいて弁護士の助力

を受ける権利（第 12 条）及び信頼できる人を同席させる権利（第 13 条）、

審査における通訳・翻訳には法務部長官（法務大臣に相当）が指定する

専門教育課程を修了した「難民専門通訳人」が担当すること（第 14 条）

が規定されている。政府側（法務部）が、難民申請者にとって有利な資

料も積極的に収集し審査資料として活用することを義務付けている（第

9 条）ことも注目すべき変化である。難民申請者の身元情報等の個人情
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報の公開禁止条項も新設され、難民申請に関するいかなる情報も申請者

の国籍国に提供されてはならないとしている（第 17 条の③）。他に、認

定難民（第 30 〜 38 条）及び難民申請者（第 40 〜 43 条）に対する処遇

についても、就労許可を含む詳細な規定が設けられている 96。韓国の難

民法制定の大まかな意義として、東アジアでは初の独立した難民法であ

ること、単一の難民法において難民認定を行うことによって、「国家主

権」を優先する観点から、「個人の人権保護」という観点に基づく法律

が用意されたこと 97 が挙げられる。

　現在、韓国における難民受け入れ体制に関係する法律には、難民法の

他にも「在韓外国人処遇基本法」がある。2013 年から施行されている

難民法は、上述の通り、難民に関連する様々な法的概念の定義並びに難

民認定申請から審査、結果の通知、異議申し立て、定着支援等に至るま

での手続きを規定している。一方、2007 年から施行されている「在韓

外国人処遇基本法」では、韓国内の外国人労働者や結婚移民者、永住権

者、韓国国籍離脱者等とともに難民認定者の待遇について幅広く規定し

ている（同法第 14 条）。なお、同法第 5 条において義務付けられている「外

国人政策基本計画」――5 年ごとに法務部が作成――では、「主要推進

課題」の一つとして難民政策を取り上げ、社会統合を含む包括的な外国

人政策の中に難民政策を位置付けた上で、難民認定手続き、国際社会と

の協力等に関わる具体的な改善に向けた行動プラン等の具体的な推進課

題、さらに各課題の推進主体となる省庁を明記している（表３）。この

点は、日本の難民政策との大きな違いとして挙げることができる。日本

の法務省が作成する「出入国管理基本計画」も大抵 5 年に一度のペース

で発表されており、中には社会統合政策への指向性を示す政策課題――

例えば「第 5 次出入国管理基本計画」の「Ⅲ．出入国管理行政の主要な

課題と今後の方針」における「2 少子高齢化の進展を踏まえた外国人の 
受入れについての国民的議論の活性化」――も含まれているが、ほとん

どの政策課題は出入国管理及び在留管理に関わるものとなっている。難

民に関する政策課題としては、上に説明したような「誤用・濫用的な難

民申請」を審査前に振り分ける「迅速な処理（fast track）」、国家安保の

観点による「庇護申請者を装うテロリスト」等の入国・在留防止、そし

て第三国定住事業の継続を言及している。



109

国際関係論叢第 7 巻 第 2 号（2018）

　指摘されている課題

　韓国において独立した難民法が制定されたことについては基本的に肯

定的な評価がなされているが、一方で難民法施行後の難民受け入れ体制

に対しては複数の制度上の争点も指摘されている。例えばキム他（2013）
は以下の課題を指摘している 98：①出入国港における難民申請が可能に

なったが、この場合、申請を回付（受理）するか否かに関しては出入国

管理行政の裁量に任されており、真の難民が庇護を受けられない恐れが

生じる点、②各種の理由によって面接等の審査手続きの一部を省略でき

る条項を盛り込み（難民法第 8 条⑤）、面接や事実の精査無しに審査が

 
 
政策目標Ⅳ．人権と多様性が尊重される公正な社会 

重点課題Ⅳ-5.国際社会が共感する先進難民政策推進 

主要推進課題１ 難民の韓国への社会統合システム構築 

①難民に関する社会的理解増進及び教育強化（法務部） 

②難民の社会統合システム構築（法務部） 

→難民に関連する別途の在留資格新設を推進、韓国語教育・就労教育等難民への定着支援を強化、人道的滞留者に対する支

援の補完及び強化を推進 

主要推進課題２ 難民審査システムの高度化 

①難民審査インフラ拡充（法務部） 

→難民審査人材及び組織の拡充、難民担当者のための教育プログラム開発及び周期的な職務教育実施 

→国家情況調査の専門人材確保及び国家別迫害情況の調査研究、国家情況情報データベース構築 

②異議申し立て審議機構の公正性及び専門性強化（法務部） 

→聴聞手続き導入等の手続き的権利の強化、難民委員会の人的構成における難民専門家及び地域専門家の比率拡大 

主要推進課題３ 難民危機に対する国際共助の強化 

・再定着（第三国定住）希望難民の受け入れ拡大及び受け入れ方式の多角化（法務部） 

→パイロット運用中の第三国定住難民受け入れ事業の正式事業への転換を推進、家族統合プログラム等の代案的難民受け入

れ方式の導入検討 

・難民関連の国際協力強化（外交部、法務部） 

→難民に関するグローバルコンパクト（Global Compact on Refugees）採択過程等、難民関連イシューを扱う国際多国間協

議に積極的に参加 

→韓国-UNHCR 間政策協議会の定例開催及び人的交流活性化を推進、難民危機解決のための人道的支援を持続的に拡大、ア

ジア地域内の難民政策先導国家としての影響力強化 

出典：韓国法務部、2018 年 2 月、「第 3 次外国人政策基本計画（2018〜2022 年）」66-67 頁より。 

 

　　表 3　韓国「第 3 次外国人政策基本計画（2018 〜 2022 年）」における
　　　　　難民関連の推進課題
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行われる恐れが生じる点、③争訟過程における申請者の立証責任を緩和

させるという難民条約の趣旨を反映した規定を立法に盛り込めなかった

こと、④難民申請における弁護士の助力を受ける権利が明文化されたに

も関わらず国選弁護人の選任は保障されていない 99 ことや、難民認定

者が韓国社会に迅速に定着できるための簡易手続きによる帰化を可能と

する権利を効果的に明示できなかった点、⑤人道的滞留者と難民申請者

に対する社会権等の処遇が極めて限定的に保障されている点、⑥難民法

施行日以前から（旧）出入国管理法による難民申請が進行中または既に

認定を受けている者に対する難民法の適用に関する憲法上の平等権違反

の余地が残っていること、などである。他にも、1 次不認定に対する異

議申し立てを審査する難民委員会（日本の難民審査参与員に相当）の人

選に関する規定が難民法施行令ではなく法務部訓令で定めているため、

独立性・自律性が確保されていないこと、さらに、難民委員会に韓国国

家情報院の防諜団長が含まれていることが、「難民の保護」という趣旨

に照らして適切でないとの指摘 100 も提起されている。

　上記のうちいくつかの指摘について簡略に説明する。出入国港におけ

る難民申請回付（受理）は、空港等における入国前の段階での「難民申

請受付のための申請」となるため、不回付（申請受理の拒否）処分が出

され場合には、直ちに入国拒否（強制送還）処分が執行されることにな

る。この場合、入国後に行う正式の難民申請におけるような異議申し立

てではなく、行政処分不服申し立て訴訟を行うことが可能である。しか

し、現場で難民申請者の法的支援を行っている弁護士や活動家からは、

行政不服申し立て訴訟を準備中または提訴中にも関わらず強制送還が執

行されるケースが生じているという指摘が挙がっている 101。この問題

に関しては、韓国法務部も、出入国港において難民申請を行った者にも

通常の入国後に行われる難民申請と同等の手続きを保障し、不回付とな

る場合の具体的な事由を明文化する他、空港外の場所に回付待機者のた

めの代替保護所の拡充等の法改正が必要であるとしている 102。

　審査における簡易手続きは、日本における「誤用・濫用を防ぐための

迅速な処理」と同じ趣旨と考えられるもので、難民法第 8 条ではその事

由を「虚偽の書類の提出や虚偽の陳述を行う等、事実を隠蔽し難民申請

を行った場合」「難民不認定となった者または…難民認定が取り消され
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た者が、重大な事情の変更無しに再び難民申請を行った場合」「韓国に

1 年以上在留している外国人が、在留期間満了日直前に難民申請を行う、

または退去強制対象である外国人がその執行を遅延させる目的で難民申

請を行った場合」としている。ちなみにこの条項は、「真の難民の迅速

な認定」ではなく「『非』難民の不認定処分」を念頭に置いており、難

民保護の迅速化を旨とする「迅速な処理（accelerate procedure）」という

用語は適切ではないため、「簡易手続き（omit procedure ＝手続き省略）」

という用語が使われている 103。

　難民申請者の立証責任に関しては、難民認定に関わる訴訟において

は一般的な行政訴訟や民事訴訟における「証拠の優越（preponderance of 
evidence）」原則――いわば「50％以上」証明できることが求められる―

―よりも緩和された「合理的な可能性（reasonable possibility）」原則――

「50％以下」であっても、合理的な理由があると判断されれば証明され

たものと見なす――が、既に韓国大法院（日本の最高裁判所に相当）の

判例 104,105 において存在することから、法律上の明文化についても議論

の余地があると考えられる。

　これらの指摘は、法制度上の整合性に関わる問題に留まらず、「韓国

の法務部や入管行政当局においては『難民制度の誤用・濫用の防止』と

いう視点が優先されている」という認識に基づいたものであると考えら

れるが、これは日本や他の国々における争点とも通底するものと言え

る。実際、上記の視点によって、独立した難民法が施行されているにも

関わらず、難民法の制定趣旨と現場での制度運用の実態はかけ離れてお

り、制度への間接的な進入障壁を高めて難民申請から訴訟段階への進入

を断絶させる方向で多様な行政手段が活用されているという指摘 106 も

なされている。ただし、2-2 に指摘した通り、政府側と市民社会側とで

は日常業務において主に接する相手が顕著に異なる可能性が高く、視点

のズレは容易に想像できることも併せて考慮する必要があるだろう。さ

らに、難民問題を見る視座そのものが多様な価値観のスペクトラムを反

映するものでもある以上、政府の難民政策への意志を二分法的に判断す

ることは妥当とは言えない 107。より重要な視点は、上記二者を含む多様

なステークホルダーが参加し情報共有や議論を行える環境が醸成されて

いるかどうかであると考えられる。その意味で、市民社会側の弁護士に
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よる難民法に対する全面的な批判と具体的な改正草案の提起と、それに

対する政府側の法務部担当者の応答が公開的に行われる場 108 が韓国に

存在することは注目に値する。なお、基本的人権と民主的意思決定を本

質とする近代国家を前提にした場合、形式上の三権分立はもちろんのこ

と、政府から独立し、かつ立法・行政を監視する等の影響力を行使する

権限を有する第三者機関としての人権委員会の存在は注目に値する。ち

なみに、韓国の国家人権委員会の場合も、「国家人権委員会法」第 24・
25 条に基づき外国人保護所（日本の外国人収容所に相当）施設を訪問

調査し人道的方向への是正勧告を行っており、法務部もその勧告を積極

的に受け入れている 109。

　3-2．日本への示唆：アクター間の相互作用という視座

　上記を踏まえると、韓国の事例は、難民受け入れ体制の現状に関する

様々な側面――難民法制、難民認定審査制度のあり方、具体的な制度の

運用実態等――を日本のそれと比較することを可能にする一方で、現状

の形成と改正の方向性の決定に対する諸アクターの関与の程度という側

面から比較するという視座を浮かび上がらせるものと考えられる。とり

わけ韓国における独立難民法は、法制度の内容自体の完成度や他法との

整合性等の技術的領域における課題を残しながらも、その制定過程に多

様なステークホルダーが関与しているということが特徴的に描き出され

るのではなかろうか 110。本項では、難民法の制定過程に関わるいくつ

かの証言を手掛かりに、官民の複数のステークホルダーがどのように政

策決定に参加し、影響を及ぼしたかについて考察する。

　上記 3-1 に紹介したキム（2012）は、立法準備から実際の法案成立ま

での過程について次のように振り返っている。

「…国会に上程された後 2 年間にわたり、法案の成立は足踏み状態に

とどまっていた。立法運動のモメンタムが法案の作成までで、実際の

立法府内における議論プロセスへの介入までは及ばなかったのであ

る。もちろん、国会法制司法委員会の委員室訪問、専門委員と発議議
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員室補佐官たちとの面談、大韓弁護士協会を通じた意見開陳の努力な

ど、立法府内の議論プロセスへの介入がなかったわけではない。しか

し、むしろ法案が実際に成立できたのは、代表発議者であるファン・

ウヨ議員が、任期終了前に難民法をまとめ上げるという明確な意志を

持っていたからであり、所属補佐官たちが総選挙という政局にも関わ

らず難民法制定に力を注いだからであった。」111

　

　難民支援団体や難民弁護士等の民間アクターのネットワークが難民法

案の作成を行ってきた一方で、法案を実際に成立せしめたモメンタム

は、当該政策を成立させるという政治家（国会議員）の意志であること

がよく表れている。別の資料でも、難民法がいかにして成立できたのか

については、NGO 等の市民側のアクターが長い間、難民法草案作成か

ら準備してきたこと、立法側のアクターである国会議員が法案成立への

強い意志を持ち続けたこと、政府側アクターである法務部でも、法案の

具体的な内容には反対しながらも、難民法自体に対しては反対せず、む

しろ省庁内部でも入管法改正案の研究を進め、情報が蓄積しつつあった

ことが挙げられている 112。法務部の対応については、独立難民法制定

に必ずしも積極的とは言えないという解釈 113 もあり、さらなる検証が

必要と考えられる。ただし、市民側の法律制定運動に国会議員が積極的

に関与しており、法務部との関係性構築や調整機能を果たしている 114

ことからも、韓国において「学問と政治の距離」が近く、民間アクター

と政府アクター間の相互作用が活発に行われてきているという点は、日

本との比較においても浮き彫りになることが予想できる 115。

　国際機関とりわけ UNHCR 駐韓事務所の関与も重要な要因として指摘

される。UNHCR は、韓国の NGO や弁護士、国家人権委員会等の様々

なアクターによる「難民支援ネットワーク月例会」に参加してきている。

また、国際機関として、法務部の政府当局者に合法的チャンネルを通じ

て意見を伝えるほか、国際機構の高官級の招聘、難民法草案準備段階及

び制定立法過程における公式論評等を行っている 116。実際の法案審査

を担当することとなる国会法制司法委員会の委員を務める議員やその補

佐官たちを NGO 側の人が一人ずつ会いに行く際にも、UNHCR は常に

同行しており、提出した草案に対する法務部の意見が出されるたびに、
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UNHCR が意見を提示する 117 など、韓国において、市民社会側アクター

（NGO 等）と国際機関側アクター（UNHCR）の協力関係は、非常に大

きな影響力を持っている可能性が窺える。

　このことは、日本との比較においても参考になる。Flowers（2008）は、

NGO と国際機関が、その活動によって国家（政府）に「（国際規範に合

致する）適切な振る舞い方」を学習させるという意味で「国家の社会化」

に重要な役割を演じることを指摘する 118。その点で、UNHCR 駐日事務

所は、難民問題に関して日本政府が国際規範に近づいた制度運用が行え

るよう、さらに影響力を及ぼす余地がある可能性がある。

　さらに、Flowers は、以下のようにも論じている。

「…例え国際規範の遵守を受け入れようとしない国の NGO であって

も、国際的なネットワークによる『外圧』を行使する『ブーメラン

（boomerang）』を使うことによって国益の形成ができる。」119

　ここで「国益の形成」は、「政府の認識が、国際規範遵守への接近が

国益であるという認識へ変化すること」を指していると考えられる。こ

の点に関連して、日本における第三国定住事業の導入プロセスを分析し

た滝澤（2014）の議論も注目に値する。滝澤は、UNHCR 駐日事務所代

表であった経験を振り返り、UNHCR 側として日本政府（外務省と法務

省）側に提示した以下の「利点」を挙げている。まず、外務省に対しては、

第三国定住事業が「平和国家」としてのアイデンティティを求める日本

の国際的印象を改善する価値を持つこと、またそれは国際的責任・負担

分担の具体的表現であり、日本の ODA の理念である「人間の安全保障」

にも沿うことを強調した。法務省に対しては、第三国定住によって難民

を「積極的に」受け入れることで難民認定に厳しすぎるという法務省に

対する批判を緩和できること、難民人手続きが不必要なため行政費用の

増加を伴わずに難民の受入数を増やせるなど、メリットが大きいと説得

している 120。韓国の場合も、NGO 側が法務部側との交渉において強い

説得力を持つ論理構造として評価しているのは「韓国は人権先進国にな

るべきだ」という観念もしくは主張であり 121、このような主張を裏づ

けるアクターとして UNHCR が機能した可能性が高い。
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　日本における難民問題の性格と NGO や市民社会のステータスは、日

本の NGO がより正統性と権限を強化し日本国内の政策形成にアクセス

できない限り、効果的な手段を使い得ないことを明確に示す 122。ただし、

日本においても、2012 年頃から法務省と NGO、日弁連が年に 3 回程度

の非公開会談を開催し、継続して改善努力を行っている 123 など、諸ア

クター間の相互作用における近年の動向については、さらに検証が必要

と考えられる。

おわりに

　本稿では、日本の難民受け入れ体制の変遷を概観した上で、韓国の難

民受け入れ体制の現状と難民法制定過程について紹介し、政策形成にお

けるアクター間の相互作用という視座から、日韓の事例比較の可能性に

ついて考察してきた。日本の難民受け入れ体制に関しては、現に運用さ

れている制度の中身を精査することも重要であるが、本稿では、難民認

定制度の運用に関わる情報や議論が、官民さらには国際機関といったア

クターとの間で十分に共有されているとは言い難いこと、そしてその構

造的要因として情報共有に関わる独立したプラットフォームの不在や、

総合的な外国人政策の中での難民政策の位置付けに関わる目標の設定や

具体的な行動計画の策定等のビジョン設定の不在を取り上げた。政策形

成に関わる構造的要因に注目することによって、単に「日本鎖国論」や「日

本特殊論」に傾倒することなく、客観的な国際比較が可能となると考え

られる。

　ただし、本稿はあくまで試論的な考察であり、上述の政策形成プロセ

スの本格的な分析・検証のためには、引き続き日韓それぞれの事例に関

わる文献のさらなる検討 124 や、難民政策の形成に関わるステークホル

ダーに当たる NGO 側、政府側、国際機関側の関係者へのヒアリング等

を充実させていくことが必要であろう。
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